
基本計画専門調査会の設置について 

 

平成２６年１０月２２日 

総合科学技術・イノベーション会議 

 

 

１ 総合科学技術・イノベーション会議令第２条第１項に基づき、

総合科学技術・イノベーション会議に基本計画専門調査会を設置

する。 

  基本計画専門調査会は、科学技術の振興に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、国内外の情勢を踏まえて、科学技

術基本計画について調査・検討を行う。 

 

２ 総合科学技術・イノベーション会議令第１条第１項に基づき、

総合科学技術・イノベーション会議に、科学技術基本計画につい

て調査・検討を行う専門委員を置くことにつき、内閣総理大臣に

意見具申する。 

参考資料２－２ 
科学技術・学術審議会 
総合政策特別委員会 
（第５回） H26.10.30 



（参考１） 

１．検討事項 

○ 科学技術基本計画について 

                 

２．調査・検討期間 

  おおむね１年半を目途として、科学技術基本計画の調査・検討

の結果を取りまとめる。 



（参考２） 

 

○総合科学技術・イノベーション会議令（平成１２年政令第２５８号）〔抜粋〕 

（専門委員） 

第一条 内閣総理大臣は、専門の事項を調査させるため必要があるときは、総

合科学技術・イノベーション会議（以下「会議」という。）の意見を聴いて、

会議に専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、内閣

総理大臣が任命する。 

３ 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了した

ときは、解任されるものとする。 

４ 専門委員は、非常勤とする。 

（専門調査会） 

第二条 会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。 

２ 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、議長が指名する。ただ

し、議長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として議

員を指名することができる。 

３ 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものと

する。 


